
搾乳牛１頭当たり購入飼料費の
推移

酪農経営における生産費用の第１位は購入

飼料費です。牛乳販売収入から購入飼料費を

差し引いた、いわゆる産乳差益と経常所得は

相関があることが知られています。このこと

から、飼養頭数規模階層別の収益性の違いを

みる前に、購入飼料費の推移について畜産物

生産費統計でみてみることにします。

⑴北海道

北海道における推移は、図１の通りです。

大規模層ほど購入飼料に依存している状況が

分かります。平成１７～１８年は、ほかの年と比

べれば比較的安価でした。１９年以後は増加し

ており、大規模層ほどその増加幅が大きく

なっています。２１年にいったん飼料価格が落

ち着き減少に転じましたが、大規模層ほど対

応力が弱く、高い水準で推移しています。２２

年からは各階層ともに再び増加しています。
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近年の配合飼料価格の高騰はわが国の畜産経営に影響を及ぼしましたが、その中でも適切
な経営判断を行い、収益を確保している畜産経営があります。本稿では、農林水産省の統計
資料をもとに飼養頭数規模別の収益構造の違いに迫ることとし、中でも各種統計で頭数階層
の区分がしっかりと把握できる酪農経営の統計資料をもとに紹介します。

統計データにみる酪農経営の現状
―酪農経営における飼養頭数規模別の収益性の違い―

編 集 部

独立行政法人農畜産業振興機構 畜産業振興事業
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⑵都府県

流通飼料依存型の都府県では、北海道に比

較して全体的に割高になっています。平成１７

年は、都府県が北海道の約２倍になっていま

す。特に５０～７９頭層と８０～９９頭層はほかの階

層よりも高くなっています。１８年以降は１００

頭以上層が急激に増加し、１９年以降はすべて

の階層で増加しています。特に規模が大きい

８０～９９頭層、１００頭以上層の増加が顕著です

（図２）。

階層間の差は、平

成１８年が最大２．５万

円程度でしたが、２０

年は最大７．１万円に

まで拡大しました。

２１年にいったん飼料

高騰が落ち着いて以

降は、北海道と同様

に、大規模層ほど対

応力が弱い傾向が見

られました。

搾乳牛１頭当たり農業所得の推移

⑴北海道

北海道における搾乳牛１頭当たり農業所得

の推移（図３）をみると、平成１７年は２０～２９

頭層が２４万７０００円と一番高く、次いで３０～４９

頭層であり、規模が大きくなるにつれて低く

なっています。１００頭以上が最も低い１３万８０００

円です。階層間の差は最大で１０万９０００円と

なっています（A）。

平成１８年になる

と、所得の高い階層

順序は変わらないも

のの、どの階層も大

きく低下しています

（減少率３３～４７％）。

階層間の差は縮まっ

ており、最大でも５

万５０００円でした。最

も大きく低下してい

るのは２０～２９頭層で

（図１）搾乳牛１頭当たり購入飼料費の推移・北海道

（図２）搾乳牛１頭当たり購入飼料費の推移・都府県
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あり減少率４７％（減少額は１１５千円とほぼ半

減）、次いで３０～４９頭層で同４５％（同９４千円）、

１００頭以上層の同４４％（同６１千円）でした。

その後、平成１９、２０年に配合飼料価格が高

騰しましたが、両年ともに２０～２９頭層と１００

頭以上層は連続して減少しています（２０～２９

頭層：１９年減少率３０％、２０年減少率２５％、１００

頭以上層：１９年減少率１２％、２０年減少率

１２％）。一方、中間３階層は大きな変化がな

いのが特徴的です。

平成１８～２０年の階層間の差は、それぞれ最

大で５万５０００円、５万１０００円、６万６０００円で

す。注目すべき点は、平成２０年で、下位の２

階層（２０～２９頭層と１００頭以上層）とその他

の中規模層との間に１頭当たり所得の開きが

あることです（B）。

平成２１年は飼料費の高騰がいったん落ち着

き、１頭当たり所得

も増加傾向を示して

います。１７年と同様

に、小規模層ほど高

く、規模が大きくな

るにつれて低くなっ

ています。ただし、

飼料価格の高止まり

が影響し、多くの階

層で１７年よりも所得

が下回っています。

また、２０～２９頭層が

２５万５０００円であるの

に対し、１００頭以上

層は１２万２０００円で、

階層間の差は１３万３０００円と、平成１７～２３年の

７年間で一番大きく開いています。

平成２２年以降は再び飼料が高騰し、それに

伴い全階層ともに所得が減少傾向にありま

す。２２年はいずれの階層も大きく減少し、減

少率は１７～２０％でした。

平成２３年は８０～９９頭層を除き低下し、減少

率は１１～１７％でした。両年ともに２０～８９頭層

と１００頭以上層の減少率が大きいことが分か

ります。なお、２３年の２０～２９頭層は１７万７０００

円、１００頭以上層が８万３０００円であり、階層

間の差は９万４０００円でした（C）。

残念ながら平成２４年データはこれから公表

されるため、さらなる飼料高騰の影響をみる

ことはできませんが、間違いなく所得が減少

しているものと思われます。

以上の状況から、北海道における搾乳牛１

（図３）搾乳牛１頭当たり農業所得の推移・北海道（金額）
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D F

頭当たりの農業所得をみた場合、飼料費高騰

により影響を受けて変動が激しいのは大規模

層（１００頭以上層）と小規模層（２０～２９頭層）で

あることが分かります。一方、中間層（３０～

４９頭、５０～７９頭、８０～

９９頭）は飼料費の影響

を受けるものの変動幅

は小さく（表１）、中で

も５０～７９頭層は、最も

安定している階層であ

るといえます（表２）。

⑵都府県

都府県における搾乳

牛１頭当たり農業所得

の推移（図４）をみる

と、平成１７年は３０～４９

頭層が一番高く、次い

で２０～２９頭と１００頭以

上層、少し差があり５０

～７９頭層と８０～９９頭層

と続きます。最高の３０～４９頭層（２３４千

円）と最低の８０～９９頭層（１９３千円）と

の差は、４万１０００円でした。このことか

ら、飼料高騰以前において、流通飼料依

存型である都府県は、北海道よりも階層

間の差が小さいことが分かります（D）。

平成１８年になると、どの階層も大きく

低下しています。大きく低下している階

層は８０～９９頭層（減少率３０％、減少額５

万７０００円）、１００頭以上層（同２３％、５万

３０００円）の大規模層です。階層間の差は

最大で７万６０００円でした。

その後、平成１９、２０年は配合飼料価格の高

騰に伴い、さらに大幅な低下となっています。

１９年に大きく低下したのは１００頭以上層（減

少率３１％、減少額５万６０００円）、５０～７９頭層

（表１）搾乳牛１頭当たり農業所得の対前年比・北海道

（表２）搾乳牛１頭当たり農業所得の推移・北海道
（平成１７＝１００）

（図４）搾乳牛１頭当たり農業所得の推移・都府県（金額）

2013.9.15 No.286 畜産会経営情報 Japan Livestock lndustry Association

4



（同２１％、３万９０００円）、３０～４９頭層（同２１％、

４万４０００円）、２０～２９頭層（同１８％、３万５０００

円）。階層間の差は分析対象とした７年間で

最も詰まっているといえます。ちなみに最大

で４万６０００円でした。

平成２０年は、いずれの階層も大きく低下し

ています（減少率２１％～６５％）。最も大きく

低下しているのは、１００頭以上層（減少率

６５％、減少額７万９０００円）であり４万３０００円、

次いで２０～２９頭層（同４８％、７万８０００円）が

８万４０００円でした。３０～４９頭層が最も高く１３

万３０００円でした。階層間の差は１９年よりもバ

ラつきが出ており、最大で９万円になってい

ます（E）。

平成２１年は飼料費の高騰がいったん落ち着

き、どの階層も増加傾向を示しています。３０

～４９頭層が最も高く２３万９０００円、２０～２９頭層

と５０～７９頭層が１９万円台、８０～９９頭層が１６万

３０００円と約２倍近く増加しているのに対し、

１００頭以上層は５万４０００円で１万１０００円の増

加に留まってます。このため階層間の差は大

きく開き、最大で１８万５０００円となっています。

注目すべきは、１００頭以上層で、その他の階

層とは１０万９０００～１８万５０００円もの開きがあり

ます。

平成２２年は２０～２９頭層と１００頭以上層が増

加し、その他の層が微減しています。この年

は、小規模層ほど１頭当たり所得が高く、規

模が大きくなるにつれ、低下する傾向を示し

ています。階層間の差は最大で７万２０００円で

した。

平成２３年は再び２０～２９頭層、１００頭以上層

が減少率３０％を超える値で低下しています

が、他の層は微増しています。最も高いのは

３０～４９頭層で２２万８０００円、低いのが１００頭以

上層の１１万円でした。階層間の差は最大で１１

万８０００円でした（F）。

以上の状況から、都府県における搾乳牛１

頭当たり農業所得をみた場合、平成１９、２０年

の配合飼料価格高騰により受けた影響は強

く、階層間のバラつきも大きいことが分かり

ます。また、飼料高騰による影響を特に受け

ているのは大規模層（１００頭以上層）である

ことが分かります。一方、中間層（３０～４９頭、

５０～７９頭、８０～９９頭）は飼料費の影響を受け

るものの変動幅は小さい（表３）。中でも３０

～４９頭層、５０～７９頭層が安定している階層で

あるといえます（表４）。

農業専従者１人当たり農業所得
の推移

⑴北海道

図５は北海道の農業専従者１人当たり農業

（表３）搾乳牛１頭当たり農業所得の対前年比・都府県

（表４）搾乳牛１頭当たり農業所得の推移・都府県
（平成１７＝１００）
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所得の推移です。いずれの年も規模が大きい

ほど高いことが分かります。飼養規模と労働

生産性の相関の高さがうかがえる結果です。

搾乳牛１頭当たり農業所得と同様に、平成

１８～２０年は低く、２１年にいったん高くなるも

のの、再び２２年から低下する傾向にあります。

ただし、７年間で一番低い年は、小規模層（２０

～２９頭層）が２０年であるのに対し、他の階層

はすべて１９年でした。

階層間の差（最大）は、１７年と２１年が大き

く（４５１万９０００円、４４１万２０００円）、１８年と２３年

が小さくなっています（２１２万１０００円、２２１万

８０００円）（表５）。

一方、いわゆる認定農業者の所得基準は市

町村によって異なり

ますが、１人当たり

３５０万円と仮定した

場合に、網掛けした

階層が基準を超えて

いる階層です。２０～

２９頭層はいずれの年

も基準を超えること

はできません。飼料

高が進行した１９、２０

年は１００頭以上層の

みとなっています。

２３年は８０頭以上でな

ければ３５０万円を超

えることはできな

かったことが分かり

ます。

⑵都府県

都府県では平成１７～１９、２２、２３年は規模が

大きいほど高い傾向を示しています（図６）。

しかし、２０、２１年は１００頭以上層が最も所得

の高い層を８０～９９頭層に譲ったのみならず、

中間３階層よりも低い額となっています。２３

年も中間規模層と差がなくなってきていま

す。今後、公開される２４年の統計でもおそら

くその構造は変わらないものと思われます。

このように、流通飼料依存型の都府県では、

飼料高騰の場合に大規模層で規模の優位性が

崩れてしまっていることが分かります。ちな

みに、図表は省略しましたが、この傾向は、

農業所得だけではなく、付加価値額でみた場

合も類似するので申し添えます。

（図５）農業専従者１人当たり農業所得の推移・北海道（金額）

（表５）農業専従者１人当たり農業所得の推移・北海道（金額）
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階層間の差（最大）は、１７年が８９１万２０００

円であったが、飼料高騰とともに１００頭以上

層の優位性が薄れて年々縮まり、２０年が２１１

万５０００円となっています（表６）。

同じく所得基準を１人当たり３５０万円と仮

定した場合に、２０～２９頭層はいずれの年も基

準を超えることはできていません。注目は２０

年で、いずれの規模階層も３５０万円を超える

ことができず、３００万円を超えているのも８０

～９９頭層のみでした。

まとめ

以上、統計データをもとに酪農経営におけ

る飼養規模階層別の収益性をみてきました。

統計の平均的な事象として収益性と労働生産

性の観点から安定的な規模階層を紹介しまし

たが、あくまでも規模階層のみの統計の平均

値を使っている点、および自給飼料面積等詳

細な要因分析にまで踏み込んでいないことに

留意してください。

一方、個々の経営では適宜判断しながら動

いています。取り巻く地域環境も違います。

また、地域との関係もあります。ゆとりと労

働に関する考え方も個々により異なるでしょ

う。

いずれにせよ、それぞれの畜産経営を取り

巻く状況に応じた多様・高度あるいは特色あ

る支援サポートを行うことが必要です。

（図６）農業専従者１人当たり農業所得の推移・都府県（金額）

（表６）農業専従者１人当たり農業所得の推移・都府県（金額）
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畜産特別資金等の貸付残高

東海・南関東ブロックには、１０県が所属

し、それぞれの畜特資金取扱い融資機関と借

入者、貸付残高は表のとおりです。畜産特別

資金ならびに畜産経営維持緊急支援資金の借

受農家数は、県によって偏りがあり、当ブロッ

クでは全国の約２％にあたる４９戸、約３％に

あたる２０億３００９万円の借入残高があります。

１戸当たりの平均貸付残高は４１４３万円と、全

国平均の２８３０万円よりも４６％上回っているの

が特徴です。

畜産特別資金等借受者指導に
係る事例

A県の借受者指導の優良事例として、経済

連、信連、県畜産協会等の８機関で構成する

推進協議会と、県畜産課、畜産総合センター、

家畜保健衛生所等県関係機関が加わった９機

関で構成する推進協議会専門部会が連携し

た、畜産特別資金借受者指導について紹介し

ます。

⑴ 畜産特別資金等借受農家の現状

本事例は、突発的な疾病により大幅に飼養

頭数が減少したが、自家産牛の預託育成によ

り飼養頭数が回復してきたところ。しかし、

飼料価格の高騰・高止まりや、夏期の猛暑に

より需要期生産が減少することで、所得率の

低下が続いている。

⑵ 畜産特別資金借受者指導の基本方針

推進協議会および専門部会を毎月開催し、

生活費も含めて把握分析することとした。

また、一般活動の中で、牛舎での技術指導

を行うこととした。

⑶ 畜特資金等を借り受けるまでの経営状況

産乳成績は平均以上であったが、生活費が

一般よりも高額であった。

⑷ 畜特資金等借り入れに当たっての「経営
改善計画の作成」指導

畜産特別資金の指導状況と課題の検討③
―平成２５年度畜産特別資金等借受者指導に係るブロック会議（東海・南関東）から―

公益社団法人 中央畜産会

平成２５年７月１８日と１９日の両日、愛知県（名古屋市）で平成２５年度畜産特別資金等借受者
指導事業に係る東海・南関東ブロック会議が開催されました。中央畜産経営支援協議会の畜
産経営改善対策の説明、各県の畜産特別資金推進指導事業の取組状況や成果・課題等につい
て報告と意見交換を行い、今後の畜特指導の効果的な推進方策を検討しました。各県の報告
の中から現場支援に係る取り組みを紹介します。

2013.9.15 No.286 畜産会経営情報 Japan Livestock lndustry Association

8



農業改良普及課が、産乳量の向上と経産牛

頭数の増加、ならびに生活費の低減をポイン

トに改善計画を作成した。

⑸ 畜特資金等借り入れ後の経営改善指導
（達成指導）

農業改良普及課が、毎月の経営成績及び生

活費の集計分析し、データの共有化を図り、

普及所、JAを中心に関係機関全体で指導し

た。

集計分析の結果、収入は計画値を達成して

いたが、経費・家計費が計画値を超過してい

たことから、経費・家計費の内容の精査が必

要な状況であった。

より一層の収入の増加のため、３回搾乳に

よる乳量の増加、経産牛飼養頭数の増頭のた

めの自家後継牛の確保を図るとともに、家計

費の削減による改善を図った。

⑹ 畜特資金等借り入れ後の借り入れ農家の
意識・経営状況の変化

酪農後継者から経営主としての意識が高

まった。

家計費が高額だったこと

を認識し削減した。

⑺ 経営改善事例の指導成

果と、普及・推進上の必

要事項

経営主の経営者意識の向

上と、家族全員の改善意欲

が向上した。

現在の経営課題は、乳量

を増加させつつ乳成分を現

状維持すること。また、初

任牛への選択精液利用により自家後継牛を確

保し、低能力牛の更新を推進すること。

このため、地元での改善計画の作成後の支

援活動として、毎月普及所が訪問し、データ

分析を行うことが必要である。また、乳量増

加、乳成分維持、飼料費の低減については、

獣医師の指導のもと日々の状況変化を確認す

ることが重要。

畜特指導の推進に係る課題・意見

ブロック会議に出席した県畜産協会から出

された課題・意見を紹介します。

①県庁

・JAの畜産指導が弱い中、地域では商系の力

が強く、市中銀行、飼料会社からの借入金

が多い。両者のデリケートな問題もあり対

応が難しい。

・公庫資金の貸し付けが伸びており、畜特資

金等の負債整理資金借入農家の相談は、一

度普及員に返して欲しいと公庫に要望して

（表）平成２５年度期首畜産特別資金等貸付残高（東海・南関東ブロック）
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いる。公庫資金との役割分担を行い、県機

関の協力を得て指導している。県内の情報

の共有化（協議会）は良好である。

・維持緊急支援資金では養豚経営が多く、現

場に入りにくいため、午前は協議会開催、

午後は生産者を呼んで面会して状況把握を

している。

・維持緊急支援資金に乗り換えたが、今後の

返済が不安。公庫とも連携しており、公庫

のセーフティネット資金の紹介等も行って

いる。県内の状況は、JA指導員、普及員の

人員削減から、農家からの直接の相談で初

めて状況を知る事例もある。普及員が減少

しているため、専門技術員（県）にも協力

を得ている。

・農協によって取組姿勢や意識に差がある。

また、営農指導員が借受者の経営状況を把

握していないなど、指導不足の問題もある。

・県内に畜産の普及員は不在。このため、県

から畜産協会に依頼しコンサル等を委託し

ている。県・畜産協会・関係機関との情報

共有はよく、経営が悪くなる前に畜産協会

に依頼し対応している。

・県の体制（組織）上の問題として、公庫は

農業経営課（農業金融グループ）、畜特は

畜産課、さらに出先は農政課と所管が３課

にまたがっており、迅速な対応が難しい。

・これ以上融資できない農家もあり、行政と

しては何を指導できるか難しい状況。農家

間の意識の違いが現れている。

②畜産協会

・経営中止が最適な指導か判断に悩む。経営

中止について納得させられなかったり、決

断を先送りする経営者に対しての指導が難

しい。

・融資機関では、経営の収支状況等は定期的

に把握しているものの、畜産専任職員がい

ないため、技術的な指導状況の把握が難し

い。

・現場、畜舎環境や牛の状況を知らず経営数

値のみで指導をする協議会構成員がいる。

・協議会に農家が参加していると、やりにく

い場合があるので地域検討会等に呼ぶこと

で指導する。

・融資機関の人事異動により借受者の経営の

経過、指導の経緯が不鮮明となる。

中畜：現在計画しているモニタリングシステ

ムで経営の履歴を蓄積することを検討して

いる。

・畜特農家を増やさないためには、農家に

入って経営内容を把握することが重要であ

るが、指導者に経営内容を打ち明けて相談

できるようになるまでには、信頼関係の構

築が必要であり、時間を要し体制も必要で

ある。

・最初は確かに農家の中に入りにくいが、足

を運んで話しを聞くことが重要ではない

か。

中畜：経営状況の把握から指導までを県畜産

協会で行うは、体制的あるいはマンパワー

上も無理がある。農家の状況把握は、基本

的に農協でできるはずなので、連携して指

導することが必要である。
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出生直後の飼養管理

１）生後３日間の初乳のほ乳瓶給与による
誤嚥の注意点について

初乳を哺乳瓶で給与するときに乳首由来の

誤嚥性肺炎に注意が必要です。発生の原因と

しては、スモールが乳首を吸い→エアー抜き

が十分でない→子牛が一生懸命に吸う→哺乳

瓶内が陰圧となる→ミルクの出が悪い→子牛

は吸うのを止める→哺乳瓶内に空気が一気に

入り陰圧の解消→再度スモールが飲んだとき

に一気にミルクが流れ出る→一気に流れ出た

ミルクが肺に入り込むことによる誤嚥が発生。

子牛は母牛か

らミルクを飲む

ときには、尻を

母牛の頭部に向

け母牛がスモー

ルの体を支えるように寄り添う位置で、のど

を伸ばして飲みます。（写真１）

哺乳瓶で給与するときも、子牛ののどを伸

ばすとともに乳首の形状と「エアー抜きの

穴」をチェックすることにより、誤嚥の防止

に注意しましょう。特に子牛が生まれてから

３日間は大切な期間で、時間をかけてゆっく

り焦らずに飲ませることがポイントになりま

す。

２）代用乳について

（１）代用乳の基礎

①代用乳給与の基本

初乳を十分に給与した後は基本的には代用

乳と人工乳および良質の乾草で飼養管理する

ことになります。

子牛の場合、飼料安全法で、脱脂粉乳を主

原料とし液状に溶解して給与する飼料を代用

乳、固形状で給与する代用乳以外の配合飼料

中央畜産会では、平成２１年度に乳用種肉用子牛の飼養管理マニュアルを取りまとめました。
本マニュアルは、良質な乳用種牛肉を生産するための素牛の飼養管理に着目し、酪農経営

での妊娠牛の管理とヌレ子の飼養管理、離乳期の飼料の切り替え、育成牛の腹づくり等に特
にポイントを置いた内容となっています。
今回は、初乳のほ乳瓶給与による誤嚥の注意点と、代用乳について紹介します。

乳用種妊娠末期の母牛管理④
―出生からの子牛の飼養管理―

乳用種肉用子牛飼養管理技術マニュアルより
公益社団法人中央畜産会

（写真１）母牛から直接飲む子牛
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を人工乳と称しているのが一般的です。いず

れも概ね３ヵ月齢以内の子牛に給与します。

初乳から代用乳へ切り替わる際には子牛は

下痢をしやすくなるので、一度に切り替える

のではなく、代用乳に初乳を混ぜる等して子

牛の状態を確認しながら徐々に代用乳へ切り

替えていくことが良い方法です。

代用乳の給与は、極力同じ人が同じ方法で、

同じ時間に給与することが基本となります。

②代用乳の特性とその機能

子牛が液状の飼料を摂取すると食道の出口

から第四胃へ直接流入する仕組み（第二胃溝

閉塞機構）が働き、第四胃の消化酵素によっ

て消化・吸収されます。

代用乳のタンパク質は、脱脂粉乳、ホエー

タンパク質、大豆タンパク質などで構成され

ています。脱脂粉乳中のカゼインだけは、第

四胃に分泌されるレンニンの作用を受けて

カード（凝乳化）を形成し消化酵素であるペ

プシンによって徐々に消化を受けることにな

ります。脱脂粉乳のタンパク質の消化率は概

ね８５～９５％程度と見積もられています。しか

し、ホエータンパク質や大豆タンパク質はこ

のようなカードの形成が行われないために小

腸での消化割合が高まり、小腸の負担が増加

して結果的に下痢の原因にもなりかねません。

代用乳の脂肪は、日本で初めてBSEが発見

されて以後植物由来の油脂（ヤシ油やパーム

油等）が用いられるようになりました。植物

性油脂は脂肪を作っている脂肪球が乳脂肪や

動物性油脂に比べてやや大きいことで消化率

が幾分低いのですが、最近の代用乳では添加

剤が効果的に用いられるようになって消化率

は遜色がなくなっています。

代用乳は、ヌレ子の機能を維持させ、その

間に固形飼料の食い込みを促進させるための

飼料です。固形飼料を早くから食い込ませる

ことで、第一胃機能を確立して反芻動物として

の消化・代謝機能の基礎固めを行うことが食

い込める肥育牛をつくる上で重要なことです。

（２）代用乳給与のポイント

①溶解法

代用乳を溶かすお湯の温度は、子牛が飲む

際に母乳と同じ約３８～４０℃になるようにする

ことが基本です。このためには、４５～５０℃の

お湯で溶解するとよいでしょう。冬季および

寒冷地では若干高めの４８～５３℃が適切です。

お湯の温度が高

すぎると、油脂

分の分離、有効

成分の効力の低

下等が懸念され

ますし、子牛が

飲むのを嫌がる

原因にもなります。逆に低過ぎると代用乳が

十分に溶解しない原因になります。

なお、代用乳を溶かす際は、お湯を準備し

て代用乳を入れ、撹拌、溶解をします。逆に

代用乳、お湯の順で溶解してしまうとダマ

（お湯が代用乳にしみこまない状態）が起き

やすくなるので避けなければなりません。

最近普及の進んでいる自動ほ乳機では、代

用乳をミキサーポット内で溶解後すぐに子牛

が飲むことから、溶解温度は４０～４２℃前後が

（写真２）ハンドミキサーによる
代用乳の希釈・撹拌事例
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適切であり、このため比較的低温で溶解する

自動ほ乳機専用の代用乳も市販されるように

なりました。

②希釈倍率

市販されている多くの代用乳の希釈倍率

は、６～８倍量のお湯を用いることを推奨し

ています。この場合の実質希釈倍率は７～９

倍です。これは代用乳を溶いた時の固形分含

量、脂肪分含量、タンパク質含量を牛乳と同

等にするためです。濃すぎるあるいは薄すぎ

る場合は、代用乳の消化が適切に行われず、

下痢になることがあるので注意が必要です。

③給与量

代用乳の給与量は、溶

解した代用乳として体重

の５～１０％が目安です。

この量は、子牛の状態に

応じて加減することが必

要です。また、温度が低

い冬季、地域では、子牛の活力の維持に必要

なエネルギーが増加するので、代用乳の給与

量を増やすこ

とも良い方法

です。このこ

とによって子

牛の活力の維

持と増体の確

保が一層期待

できるように

なります。

体重（kg） ５％ １０％
３０ １．５ ３．０
３５ １．７５ ３．５
４０ ２．０ ４．０
４５ ２．２５ ４．５
５０ ２．５ ５．０
５５ ２．７５ ５．５
６０ ３．０ ６．０

（表１）代用乳給与量の目安（ℓ）

※乳用雄子牛では一般には早期離乳
のため、２ℓを定量給与すること
が多い。また導入直後や離乳前に
は子牛の様子を見ながら暫増減給
与することが多い。

（図１）異なる体重および環境温度における子牛の活
力の維持のために必要な代用乳の量

（写真３）代用乳のほ乳瓶
個体ごとに給与量を細かく設
定している農場では、ほ乳瓶
ごとに代用乳の量が異なる。

＊NRC（２００１）にて計算
＊代用乳は「全農Vミルク０２（ミルエース）」を用いた

＊＊＊ほ乳期の水の給与＊＊＊
清浄な水を代用乳給与時から与えることが基本です。給与量

の目安は１日１～２ℓで、温湯にして給与することが望ましいで
しょう。ただし、代用乳給与直後の水の給与は、代用乳のカード
形成を抑制し消化不良の原因となるので避けることが基本です。
水を給与すると下痢・軟便になるので好ましくないとする考

え方もあります。しかし、水の役割は、栄養素の溶媒、体温調
整、浸透圧調整等の点で重要です。また、人工乳の摂取量を高
めるためにも水の給与が必要です。子牛の体重の７０～７５％は水
分とされており、十分な補給がないと脱水症状を起こす原因に
もなりかねません。このようにほ育期の飲水管理は重要です。

（図２）水給与の有無と子牛の増体量（全農２００４）

＊＊＊カード形成＊＊＊
母乳や代用乳が子牛によって摂取されると、第二胃溝反射機構により第一胃には入らずに直接第四胃に流入します。

ミルクの流入により第四胃の出口（幽門）は閉鎖し、ここで分泌されミルクを凝固させる酵素レンニンや酸の作用に
より、ミルクがやわらかな豆腐状に凝固します。このように凝固したものをカード（凝乳）といいます。カードは第
四胃内滞留中にタンパク質消化酵素（ペプシン）の作用を受け、徐々に消化されます。正常なカードを形成させるこ
とが、ミルクの消化を高めることになります。過剰加熱の脱脂粉乳や植物性のタンパク質を使用した代用乳では、カー
ド形成が不十分で、免疫物質の消失による増体量の減少、第四胃内の塩酸、レンニン、ペプシンの分泌の低下、膵臓
から十二指腸への膵液やタンパク分解酵素の供給量の減少、未消化非カードタンパク質による小腸内での大腸菌増殖、
特定大腸菌症の感染による下痢症状の激化とへい死率の増大などの危険性も予測されます。従って、このようなとき
には一般に、カード形成促進剤や抗菌剤の添加、代用乳の酸性化等が行われます。



［平成25年7月分］

（表１）補塡金単価の算定（全国） 単位：円／頭
区 分 肉専用種 交 雑 種 乳 用 種

粗収益 A ― ５６０，８８１ ３４１，７６９
生産コスト B ― ６４２，６８８ ３９５，７８４
差額 C＝A－B ― △ ８１，８０７ △ ５４，０１５
補塡金単価 C╳ ０．８ ― ６５，４００ ４３，２００
注：１００円未満切り捨て

平成２５年７月に販売された交付対象の契約肥育牛に適用する肉用牛肥育経営安定特別対策事業
実施要綱第６の補塡金単価については、表１および表２の通り公表しました。
また、平成２５年７月に販売された生産者積立金の納付が免除された交付対象の契約肥育牛に適

用する補塡金単価については、表３の通り公表しました。

（表３）補塡金単価
（生産者積立金の納付が免除された交付対象の契約肥育牛）
肉専用種 交 雑 種 乳 用 種
― ４９，０００円 ３２，４００円

注：補塡金交付額に見合う財源が不足する場合等、上記補塡金単価を減額することがあります。

○ 肉用牛肥育経営安定特別対策事業実施要網（抜粋）
第６の９の⑷のイ
県団体は、肥育安定基金の安定的な運用のために必要がある場合は、理事長の承認を受けて、補塡

金単価を減額することができるものとする。

（（独独））農農畜畜産産業業振振興興機機構構かかららののおお知知ららせせ

肉用牛肥育経営安定特別対策事業（新マルキン事業）
の補塡金単価について

（表２）補塡金単価の算定（地域算定県・肉専用種）※
広島県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 鹿児島県
２，７００円 ― ― ― ― ９，６００円

※ 各県の算定結果です。
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はじめに

組み立て式カウハッチ
のポイント

活用の留意点

千葉市緑区で搾乳牛３７頭を飼養する酪農家・大塚利雄さん（５４歳）は、「大切な子牛の健康
のために、清潔・快適な個別の居住空間をつくってあげたい」という思いから、子牛用の簡
便で経済的な組み立て式カウハッチを考案して、活用しています。

・組み立て、分解が容易
・洗浄・消毒が容易
・低コスト
コンパネ３～４枚
（１８０cm�９０cm ７８０円／枚程度）
C型鋼（ミルカーレールの余り等の
流用可）
ボルト（C型鋼とコンパネの接合）

・保管に場所をとらない

・暑くならないように、通常のカウハッチよりも大きめにします。
・子牛の熱中症に注意し、夏場は前面をつけない、ネットにする等の工夫が必要です。
・前面を付けない場合は、子牛に押されて開いてしまうことがあるので、柱等へ子牛を係留
する等の注意を要します。

・ハッチの枠（C型鋼）は、錆ないようにアルミやステンレス素材が望ましいです。

コンパネで組み立て式カウハッチ
清潔・快適な子牛の居住空間へ

NOSAI千葉 西部家畜診療所 松 浦 優
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組み立ての概要
材料は、コンパネとアルミレール（C型鋼）だけです。ミルカーレールの余り等も利用可

能です。まず、アルミレールを取り付けたコンパネを左右の壁として立てます。そこに、前
後のコンパネをスライドさせて組み立てると、ハッチが出来上がります。
また、スライドして入れるコンパネの数を変えるだけで、子牛の大きさに合った高さに調

節することが可能です。
組み立てが容易なので、子牛が快適に過ごせる場所を選び、好きな所にハッチを据え付け

ることができます。また、子牛同士の接触を避けるために、ハッチを離して設置することも
簡単です。
手軽に分解できるため、ハッチを撤去した後の掃除・消毒も容易です。寒い時期は、ふた

をすることで隙間風も防げ、保温性も確保できます。
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